
大和市監査委員告示第２１号 

 令和元年９月２７日付け大和市監査委員告示第２０号をもって公表した文化ス

ポーツ部に対する監査結果報告について、市長から措置を講じた旨通知があったの

で、地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第１９９条第１２項の規定により、次の

とおり公表する。 

 令和元年１０月２４日 

大和市監査委員 木 原 英 和 

大和市監査委員 古 谷 田    力 

 

監査の結果 措置の内容 

 

（図書・学び交流課） 

 行政財産の貸付・目的外使用許可

に関する事務において、調定が遅延

しているものがあった。 

 

（図書・学び交流課） 

   今後は、貸付・目的外使用許可

の一覧表を作成し、貸付・許可期

間及び使用料等の賦課期間につい

て複数の目で確認し、手続き漏れ

がないよう適正な事務処理を行っ

てまいります。 

 

 


